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富山県公安委員会告示第60号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、平成25年５月14日から施行する。 

  平成25年５月14日 

                   富山県公安委員会 

                      委 員 長 髙 橋  卓  朗  

別表第１⑴ 通行の禁止 

 富山市の項第 163号を次のように改める。 
 

 163 
市道 
長江中川原 
線 

富山市秋吉新町23－14 
 浅野理容院前から 
同  秋吉 344－１ 
 中川利次方前まで 

 
 
300 

 
 

7：30～ 
 8：30 

車両 
（指定車､ 
許可車及 
び軽車両 
を除く｡) 

 

 

別表第５ 最高速度の指定 

 富山市の項第93号を次のように改める。 
 

 93 市道 

富山市秋吉新町23－14 
 浅野理容院前から 
同  秋吉 344－１ 
 中川利次方前まで 

 
 
300 

 
 

終日 20  
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 射水市の項第 138号を次のように改める。 
 

 138 県道 
八町大門線 

射水市鏡宮 617－１ 
 鏡宮（南）交差点から 
同  西高木1172－１ 
 西高木（北）交差点まで 

 
 
3,700 
 
 

終日 40  

 氷見市の項第65号を次のように改める。 
 

 65 

市道 
海岸線 
市道 
環状南線 

氷見市島尾1885－１ 
 パークサイド浜乃屋前から 
同  窪3182－２ 
 角指久一方前まで 

 
 
2,500 
 
 

終日 40  
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